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 山口県バスケットボール協会規約 

 
１．名称及び事務局 
 第 １ 条 本協会は、山口県バスケットボール協会と称し（以下「協会」と称す）、財団法人日本

バスケットボール協会及び財団法人山口県体育協会に加盟する。 
 第 ２ 条 協会の事務局は、事務局長の居住地（勤務先）に置く。 
 
２．目 的 
 第 ３ 条 協会は、山口県におけるバスケットボールの健全な発展と相互の親睦を図る。 
 
３．組 織 
 第 ４ 条 協会は、県内において協会の趣旨に賛同する団体をもって組織する。 
 
４．事 業 
 第 ５ 条 協会は、第３条の目的を達成するために下記の事業を行う。 
     （１）県内における各種バスケットボール競技会の開催並びに競技の奨励 
     （２）バスケットボールの技術指導・審判指導研修会 
     （３）学校バスケットボールに対する協力援助 
     （４）その他協会の目的達成に必要な事項 
 第 ６ 条 協会の事業年度は、４月１日から翌年３月３１日までとする。 
 
５．役 員 
 第 ７ 条 協会に以下の役員を置く。 
     （１）会 長     １名 
     （２）副 会 長    若干名 
     （３）理 事 長     １名 
     （４）副理事長    若干名 
     （５）事務局長     １名 
     （６）事務局次長    １名 
     （７）常任理事  １５名程度 
     （８）理 事  ５０名程度 
     （９）監 事     ２名    
       
 第 ８ 条 役員の選出及び任務は下記のとおりとする。 
     （１）会長は、常任理事会において推薦し理事総会で決定し、協会を代表する。 
     （２）副会長は、常任理事会において推薦し理事総会で決定する。その任務は、会長に

事故あるときは代行する。 
     （３）理事長は、理事総会で選出し協会の運営を担当する。 
     （４）副理事長は、理事長が推薦し理事総会で決定する。その任務は、理事長に事故あ

るときは代行する。 
     （５）事務局長は、理事長が推薦し理事総会で決定する。その任務は、協会事務を統括

する。 
     （６）事務局次長は、理事長が推薦し理事総会で決定する。その任務は、事務局長を補

佐し、事務局長に事故あるときは代行する。 
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     （７）常任理事は、理事総会において互選し、加盟団体（連盟）より１名、各委員会代

表者１名で構成する。その任務は、会議に諮る原案を作成し、理事長を補佐する。 
     （８）理事は、加盟団体（連盟）より総務、競技、審判、強化・普及、企画・広報、国

体準備担当者（各１名兼務可）として推薦する者、医科学及び市町村代表者なら

びに学識経験者の中から理事総会で選出し、会長が委嘱する。理事は、理事総会

を組織し本協会の会務を執行する。 
     （９）監事は、常任理事会において推薦し理事総会で決定する。 
 
第 ９ 条 役員の任期は４月１日より翌年３月３１日までとし、その期間は２ヵ年とし再任を妨 
      げない。補充役員の任期は前任者の残存期間とし、その選出は理事総会で決定する。 
 
６．名誉会長、顧問 
 第１０条 協会に名誉会長をおくことができる。名誉会長は会長経験者で特に協会への貢献度を 
      考慮し、常任理事会で推薦し理事総会で決定し、協会への助言を行なう。 
 
 第１１条 協会に顧問を若干名おくことができる。顧問は協会に貢献した者の中から、理事総会 
      で推薦し会長が委嘱する。 
 
７．会 議 
 第１２条 協会は、毎年１回定例理事総会を開催し、協会の予算並びに事業計画などを審議・決

定する。 
 第１３条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、事務局長で構成し、原

則として毎年１回開催し理事総会に諮る原案を作成する。 
 第１４条 理事総会は、役員現在数の２分の１以上が出席しなければ理事総会を開き議決するこ

とができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は

出席とみなす。また、理事総会の議決は出席者の過半数をもって定め、可否同数のと

きは議長の決するところによる。 
 
８．経 理 
 第１５条 協会の資金は、協会費（登録料・認定料）・参加料・補助金・広告他をもってこれにあ

てる。 
 第１６条 協会の会計は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 
 
９．規約の変更 
 第１７条 協会の規約の変更は、理事総会において出席者の３分の２以上の同意を必要とする。 
 
《付 則》 
 第 １ 条 協会に下記の委員会を置く。 
     （１）総務委員会 
     （２）競技委員会 
     （３）審判委員会 
     （４）強化・普及委員会 
     （５）企画・広報委員会 
     （６）国体準備委員会 
     （７）医科学委員会 
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     （８）市町村連絡委員会 
 第 ２ 条 委員会に関する規定は別に定める。 
 第 ３ 条 本規約は、平成３年４月１日より施行する。 
      平成１０年４月１日、一部改正 
      平成１５年４月１日、一部改正 
      平成１９年４月１日、一部改定 
      平成２０年４月１日、一部改定 


